
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両フロアに設けた１つのフレーム体上に左右に近接して２つのシートクッションを配置
するとともに、前記シートクッションの前端をそれぞれ前記フレーム体に軸支し、前記シ
ートクッションをその前端を中心に前方へ跳ね上げ回転可能とした車両用シートにおいて
、前記フレーム体を、前枠、後枠および左右の側枠よりなる平面視で略長方形の外枠と、
該外枠内を前後方向へ延びて前記前枠と後枠とを結合する縦枠とで構成し、前記後枠を前
記シートクッションの後方に配置し、前記シートクッションの左右の側縁を前記側枠と前
記縦枠で支持

ことを特徴とする車両用シート。
【請求項２】
前記縦枠の前端に設けたブラケットに一本の軸部材を設け、該軸部材の両端に前記各シー
トクッションの前端内側部をそれぞれ回動可能に結合した請求項 に記載の車両用シート
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は車両用シートに関し、特にシートクッションを前方へ反転させて生じた空間内に
シートバックを前倒させて、前倒したシートバックの背面から反転したシートクッション
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するとともに、前記縦枠は、両シートクッション間に配置される本体部と、
該本体部より側方へ突出し、シートクッションの側縁が載置される受け部とで構成されて
いる

１



の底面へと続くフラット面を形成できるようにした、いわゆるダブルフラット型の車両用
シートの構造改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平１０－２２６２５３号公報には、図９に示すように、シートクッションＳ１の前端
下面をヒンジ４１によってアッパレール４２に連結して、ヒンジ軸４３を中心にしてシー
トクッションＳ１を矢印のように前方へ起立回動させ、この時生じた空間内へシートバッ
クＳ２を前倒させて荷室フロアＦを拡大できるようにした車両用シートが開示されている
。そして、この車両用シートにおいては、左右のアッパレール４２（一方のみ図示）の前
端部と後端部上にそれぞれクロスフレーム４４，４５を架け渡して、これらクロスフレー
ム４４，４５を、起立回動させる前の使用状態（図９の状態）のシートクッションＳ１の
底面に接する位置に設けて、シートクッションＳ１の荷重を支持するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の構造では、所定の座面高さでシートクッションの厚さを十分確保しよ
うとすると、スペース上、クロスフレーム４４，４５の断面を十分大きく確保することが
できないために、前後のクロスフレーム４４，４５と左右のアッパレール４２とで構成さ
れる略四角形のフレーム体４の強度が十分でないという問題があった。
【０００４】
そこで本発明はこのような課題を解決するもので、シートクッションの厚さを十分確保す
ることが可能であるとともに、フレーム体の強度も向上させることが可能な車両用シート
を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本第１発明では、車両フロア
に設けた１つのフレーム体（２）上に左右に近接して２つのシートクッション（Ｓ１）を
配置するとともに、シートクッション（Ｓ１）の前端をそれぞれフレーム体（２）に軸支
し、シートクッション（Ｓ１）をその前端を中心に前方へ跳ね上げ回転可能とした車両用
シートにおいて、上記フレーム体（２）を、前枠（２５）、後枠（２６）および左右の側
枠（２１，２２）よりなる平面視で略長方形の外枠と、該外枠内を前後方向へ延びて前枠
（２５）と後枠（２６）とを結合する縦枠（２７）とで構成し、後枠（２６）をシートク
ッション（Ｓ１）の後方に配置し、シートクッション（Ｓ１）の左右の側縁を側枠（２１
，２２）と縦枠（２７）とで支持する

【０００６】
本第１発明においては、後枠を、従来のようなシートクッションに接してこれの荷重を受
ける位置から、シートクッションの後方位置へ移動させて、シートクッションの荷重を、
外枠の側枠と外枠内に設けた縦枠とで受けるようにしたから、後枠の断面を十分大きくす
ることができ、フレーム体の十分な強度を確保することが可能であるとともにシートクッ
ションの厚さを十分確保することができる。

【０００９】
本第 発明では、上記縦枠（２７）の前端に設けたブラケット（３３）に一本の軸部材（
３８）を設け、該軸部材（３８）の両端に各シートクッション（Ｓ１）の前端内側部をそ
れぞれ回動可能に結合する。
【００１０】
本第 発明においては、各シートクッションが共通の一本の軸部材を中心にして回動させ
られるから、跳ね上げ状態における両者の建付け精度を良好に確保することができる。
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とともに、上記縦枠（２７）は、両シートクッショ
ン（Ｓ１）間に配置される本体部（２７３）と、該本体部（２７３）より側方へ突出し、
シートクッション（Ｓ１）の側縁が載置される受け部（２７１，２７２）とで構成される
。

そして、縦枠の本体部を両シートクッション
間に配置したから、本体部の断面積を大きくすることにより、シートクッションの厚さに
影響をおよぼすことなく、フレーム体の強度を十分確保することができる。

２

２



【００１１】
なお、上記カッコ内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す
ものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１には長椅子シート１のフレーム構造を示す。長椅子シート１は長手方向（図１の左右
方向）へ６：４程度の比で分割されて左右のシート部１１，１２となっており、各シート
部１１，１２にはそれぞれシートクッションＳ１を載置するためのシートクッションパネ
ル１３，１４と、シートバックＳ２を保持するためのシートバックパネル１５，１６とが
設けられている。各シートバックパネル１５，１６はその下端両側部が公知のリクライニ
ング機構１７，１８，１９，２０によって、後述するフレーム体２に結合されて前倒可能
となっている。
【００１３】
フレーム体２の詳細を図２に示す。フレーム体２は各シート部１１，１２のシートクッシ
ョンＳ１（図１）の外周を連ねて平面視で略長方形に形成されており、その左右の側枠２
１，２２はスライドレールのアッパレールにより構成されている。各アッパレール２１，
２２は車両フロア上に配設されたロアレール２３，２４に沿って前後方向（図２の斜め左
右方向）へ摺動可能であり、各アッパレール２１，２２の後端部にはリクライニング機構
１７，２０を構成するロアアーム１７１，２０１が固定されている。各ロアアーム１７１
，２０１にはリクライニング機構１７，２０を構成するアッパアーム１７２，２０２が回
動可能かつ所定位置でロック可能に結合されており、このアッパアーム１７２，２０２に
各シートバックパネル１５，１６（図１）の外側下端部が固定されている。また、各アッ
パレール２１，２２の前端部にはブラケット３１，３２が突設されている。
【００１４】
フレーム体２の前枠２５と後枠２６はそれぞれパイプ材で構成されており、前枠２５は左
右のアッパレール２１，２２の前端部間に架設されてこれらを結合している。また、後枠
２６は図１に示すように、シートクッションパネル１３，１４の後縁よりも後方の、シー
トクッションＳ１の荷重を受けない位置に配設されて左右のアッパレール２１，２２の後
端部に設けたブラケット２１１，２２１間に架設され、これらを結合している。このよう
に、後枠２６は、従来のようなシートクッションＳ１に接してこれの荷重を受ける位置か
らは外れた位置に設けられているから、十分な強度を有する大径のパイプ材を使用するこ
とができ、フレーム体の強度を十分に確保することができる。
【００１５】
フレーム体２には縦枠２７が設けられ、縦枠２７は、左右のシート部１１，１２のシート
クッションＳ１（図１）の境界に沿って延びて、前枠２５と後枠２６を結合している。縦
枠２７の側面視を図４に示すとともに、その断面形状を図５、図６に示す。縦枠２７はそ
の本体部２７３の前半部（図４の左半部）が下方へ開放する略逆Ｕ字形断面（図５）とな
っており、その下端両側は水平に屈曲して受け部としての受けフランジ部２７１，２７２
となっている。縦枠２７の本体部２７３は前端から後方へ向けて次第にその高さが高くな
るとともに、その後半部では図６に示すように浅い略Ｕ字形断面の補強板２８がその開口
縁フランジ部２８１，２８２で上記受けフランジ部２７１，２７２に下方から接合されて
閉断面構造となっている。
【００１６】
このような縦枠２７の後端左右位置にはそれぞれリクライニング機構１８，１９を構成す
るロアアーム１８１，１９１が固定されており（図２）、各ロアアーム１８１，１９１に
はリクライニング機構１８，１９を構成するアッパアーム１８２，１９２が回動可能かつ
所定位置でロック可能に結合されて、各アッパアーム１８２，１９２に各シートバックパ
ネル１５，１６の内側下端部が固定されている（図１）。車両の急加減速時にシートバッ
クパネル１５，１６からリクライニング機構１８，１９を介して縦枠２７に大きな荷重が
印加しても、前述のように縦枠２７の本体部２７３の後半部は閉断面構造となっていると
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ともに、当該後半部は前半部に比して断面形状が上下方向へ延びているから（図５、図６
参照）、上記荷重に対して十分な耐久性を発揮する。
【００１７】
縦枠２７の前端にはブラケット３３が立設されている（図３）。ブラケット３３は平面視
で略Ｕ字形をなし、対向するその側壁を水平に貫通して一本の軸部材３８が設けられてい
る。各シートクッションパネル１３，１４には前端の両側部にそれぞれ取付穴を設けた平
板状ブラケット３４，３５，３６，３７が立設されて、前端内側部に設けた各ブラケット
３５，３６の取付穴３５１，３６１が上記軸部材３８の両端にそれぞれ回転自在に嵌装さ
れている（図７）。また、各シートクッションパネル１３，１４の前端外側部に設けられ
た各ブラケット３４，３７（図３）の取付穴３７１（一方のみ図示）にはウエルドナット
３４２が付設されて（一方のみ図示）、アッパレール２２の前端に設けたブラケット３１
，３２の取付穴３１１，３２１に外方から挿入されたボルト３９が上記ウエルドナット３
４２に螺入されている。
【００１８】
これにより、シートクッションＳ１を載置した各シートクッションパネル１３，１４は軸
部材３８とボルト３９を結ぶ線を中心にして前方へ反転回動可能である。この際、左右の
各シートクッションパネル１３，１４は共通の軸部材３８を中心にして反転させられるか
ら、反転状態における両者の建付け精度が確保される。この場合、平面視でＵ字形のブラ
ケット３３の両側壁間に軸部材３８が架設されることによって、ブラケット３３の全体強
度も向上している。
【００１９】
シートクッションＳ１を反転させて生じた空間内には、リクライニング機構１７～２０に
よってシートバックＳ２が前倒させられて、シートバックＳ２の背面から、反転したシー
トクッションＳ１の底面へと続くフラット面が形成され、このフラット面上に荷物等を積
載することができる。
【００２０】
ここで、反転前の使用状態では、図８に示すように、各シートクッションパネル１３，１
４の外側縁（一方のみ図示）はアッパレール２２上に位置してその荷重が支持される。一
方、各シートクッションパネル１３，１４の内側縁は縦枠２７に形成された受けフランジ
部２８１，２８２上に位置してその荷重が支持される。このように、前後方向へ延びるア
ッパレール２２と縦枠２７のフランジ部２７１，２７２によって、シートクッションパネ
ル１３，１４（すなわちシートクッションＳ１）の荷重は確実に支持される。このように
、アッパレール２２と縦枠２７のフランジ部２７１，２７２によってシートクッションＳ
１の荷重を支持するようにしたから、所定の座面高さでシートクッションＳ１の厚さを十
分確保することができる。
【００２１】
なお、縦枠２７の本体部２７３に突設した受けフランジ部２７１，２７２でシートクッシ
ョンパネル１３，１４の内側縁を支持するようにしたから、上記本体部２７３が既述のよ
うに後方へ向けて次第に高くなっていても、これに無関係にシートクッションパネル１３
，１４を所定の高さで保持することができる。このように、縦枠２７の本体部２７３を両
シートクッションＳ１間に配置したから、本体部２７３の断面積を大きくすることにより
、シートクッションＳ１の厚さに影響をおよぼすことなく、フレーム体２の強度を十分確
保することができる。
【００２２】
【発明の効果】
以上のように本発明の車両用シートによれば、シートクッションの厚さを十分確保するこ
とが可能であるとともに、フレーム体の強度も向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態における、車両シートのフレーム構造を示す全体斜視図であ
る。
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【図２】車両シートのフレーム構造の要部斜視図である。
【図３】車両シートのフレーム構造の要部分解斜視図である。
【図４】縦枠の側面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図である。
【図７】縦枠前端部の斜視図である。
【図８】シートクッション部の垂直断面図である。
【図９】従来の車両用シートの全体側面図である。
【符号の説明】
１…長椅子シート、１１，１２…シート部、１３，１４…シートクッションパネル、２…
フレーム体、２１，２２…アッパレール、２５…前枠、２６…後枠、２７…縦辺フレーム
、２７１，２７２…受けフランジ部、３３…ブラケット、３８…軸体、Ｓ１…シートクッ
ション、Ｓ２…シートバック。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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